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令和６年度 甲賀市国民健康保険税率（案）について

【国保を取り巻く状況 】

資料１

・被保険者の推移
平成３０年度末と令和５年１２月末との比較では、２，２９９人減少

平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末 令和3年度末 令和4年度末
令和5年
12月末

17,960 人 17,536 人 17,481 人 17,168 人 16,206 人 15,661 人

・一人当たり医療費の推移

平成３０年度と令和４年度との比較では、５１，５４１円増加。

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

甲賀市 377,544 円 395,839 円 404,271 円 441,213 円 429,085 円

県平均 369,677 円 387,721 円 377,198 円 400,409 円 406,480 円

県内順位
（13市）

4 位 4 位 2 位 1 位 2 位



２

令和３年度は国から県に交付される前期高齢者交付金の影響により、令和４年度は県
の剰余金（約２２億円）の活用により、標準保険料が低く抑えられましたが、令和５年
度以降は増加しています。

・基金の保有状況の推移

被保険者数の減少に伴い保険税収入は減少してきており、令和５年度は県に納める
納付金が大幅に増加したことから、多額の基金の活用が必要となり、基金保有額が大
幅に減少しました。

平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末 令和3年度末 令和4年度末 令和5年度末

596,876 千円 457,594 千円 338,281 千円 351,057 千円 439,359 千円 218,544 千円

・県が示す一人当たり標準保険料の推移



３

【国保税率を改定する理由 】

・被保険者数は減少傾向にありますが、被保険者一人当たりの医療費は年々増加
しています。

・令和５年度から県が示す標準保険料が急激に増えており、市の基金の活用額が
大幅に増加し、令和６年度予算編成においては、令和５年度からさらに標準保険
料水準が上がり、保有基金を全額活用しても、現行税率のままでは、歳入歳出の
収支に不足が出る見込みです。

令和６年度当初試算結果 保有基金全額活用（約 2億1,854万円）

不足（約 1,600万円）

・県が示す標準保険料率は、現行税率と比較して、大幅に高い状況となります。

・今回の税率改定（案）による試算結果は、以下のとおりです。

差引基金残額 約 3,200万円

年度内の変動による 令和７年度予算時
剰余金見込約 3,150万円 活用可能額

（県納付金算定差額、返還金など） 約6,350万円

・県内においては、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料（税）となるよ
うに保険料（税）を統一する方向性で協議しており、令和７年以降も、被保険者
の減少や医療費の増加等により、さらに税率を改定する必要があると見込まれま
す。

【歳入】 86億3,446万円

【歳出】 88億6,900万円

所得割
被保険者
均等割

世帯別
平等割

医療 6.8% 23,600 20,000

支援 2.4% 7,500 6,300

介護 2.1% 9,600 6,600

【参考】県が示す標準保険料

所得割
被保険者
均等割

世帯別
平等割

医療 7.67% 32,423 22,450

支援 2.95% 12,173 8,428

介護 2.52% 12,850 6,329

現行税率（令和５年度）

【歳出】 88億6,900万円

【歳入】 88億6,900万円

税率改定による税収増額（見込）約 4,800万円
+基金活用 1億8,691万円



モデルケース（条件）
Ｒ５

現行税額
Ｒ６

試算税率
増加額 増加率

Ａ ２人（６５歳以上）、
所得なし（年金１１０万円） ７割軽減

26,400 27,600 1,200 4.55%

Ｂ ３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
所得なし（給与５５万円） ７割軽減

43,500 45,200 1,700 3.91%

C ２人（６５歳以上）、
夫所得９０万円（年金２００万円）
妻所得なし（年金８０万円） ５割軽減

87,400 90,700 3,300 3.78%

D ３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
所得１６７万円（給与収入２５０万円）

256,300 267,300 11,000 4.29%

E ３人（３０歳代夫婦と子１０歳）、
事業所得２５０万円

309,900 321,600 11,700 3.78%

F ３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
所得２３７万円（給与収入３５０万円）

364,500 380,200 15,700 4.31%

G ３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
所得３５６万円（給与収入５００万円）

499,000 520,500 21,500 4.31%

H ３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
所得６１０万円（給与収入８００万円）

785,900 820,300 34,400 4.38%

４

【引き上げ税率による年税額シミュレーション】

【現行税率と改定税率の比較】



５

■ 国民健康保険税率の推移について

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成２０年度　引き下げ＋支援金分を創設＋資産割を段階的廃止平成２１年度　引き下げ（介護分のみ）＋資産割を段階的廃止平成２２年度

均等割 23,000円 23,000円 25,500円 26,500円 26,000円 26,000円 26,000円

平等割 24,000円 20,000円 22,000円 22,500円 21,100円 21,100円 21,100円

所得割　 5.80％ 5.70％ 6.90％ 7.80％ 7.00％ 7.00％ 7.10％

資産割 28.00％ 19.00％ 19.00％ 9.00％ 9.00％ 4.50％ -

均等割 7,500円 7,500円 7,500円

平等割 6,300円 6,300円 6,300円

所得割　 2.20％ 2.20％ 2.40％

資産割 1.00％ 0.50％ -

均等割 5,800円 8,900円 9,100円 9,300円 9,100円 8,900円 8,900円

平等割 3,900円 6,500円 6,700円 6,800円 6,400円 5,900円 5,900円

所得割　 0.70％ 1.60％ 1.70％ 1.83％ 1.86％ 1.60％ 1.90％

資産割 5.00％ 2.80％ 2.80％ 2.80％ 1.10％ 0.50％ -

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

均等割 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 23,600円 23,600円 23,600円

平等割 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

所得割　 7.00％ 7.00％ 7.00％ 7.00％ 6.80％ 6.80％ 6.80％

資産割 - - - - - - -

均等割 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円

平等割 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円

所得割　 2.40％ 2.40％ 2.40％ 2.40％ 2.40％ 2.40％ 2.40％

資産割 - - - - - - -

均等割 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円 9,600円 9,600円 9,600円

平等割 5,900円 5,900円 5,900円 5,900円 6,600円 6,600円 6,600円

所得割　 1.90％ 1.90％ 1.90％ 1.90％ 2.10％ 2.10％ 2.10％

資産割 - - - - - - -

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

均等割 23,600円 23,600円 23,600円 23,600円 23,600円 23,600円 24,500円

平等割 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

所得割　 6.80％ 6.80％ 6.80％ 6.80％ 6.80％ 6.80％ 7.00％

資産割 - - - - - - -

均等割 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,300円

平等割 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,600円

所得割　 2.40％ 2.40％ 2.40％ 2.40％ 2.40％ 2.40％ 2.50％

資産割 - - - - - - -

均等割 9,600円 9,600円 9,600円 9,600円 9,600円 9,600円 10,000円

平等割 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 6,300円

所得割　 2.10％ 2.10％ 2.10％ 2.10％ 2.10％ 2.10％ 2.30％

資産割 - - - - - - -
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